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位置、面積、地勢等

　由利本荘市は、秋田県の南西部に位置し、北は秋田市、

南はにかほ市、東は大仙市、横手市、湯沢市に接し、県都

秋田市には２０㎞～６０㎞の圏域にあり、平成３１年３月３１

日現在の人口は７６,７８４人で、県人口に占める割合は７.８％

ほどとなっています。

　南に標高２,２３６ｍの秀峰鳥海山、東に出羽丘陵を望み、

中央を一級河川子吉川が貫流して日本海にそそぎ、鳥海山

と出羽丘陵に接する山間地帯、子吉川流域地帯、日本海に

面した海岸平野地帯の三地域から構成されています。

　面積は、１,２０９.５９㎢（東西約３２.３㎞，南北約６４.７㎞）

で秋田県の面積の１０.７％を占め、県内一の面積を誇ります。

　地目別では、山林７５.８％（約９１７㎢）、農用地が１２.０％

（約１４６㎢）で、宅地は２.０％（約２４㎢）となっています。

　気候は、県内では比較的温暖な地域ですが、海岸部と山

間部では気象条件が異なり、特に冬期においては積雪量に

差がみられます。

　山に山桜、東由利に黄桜、本

荘公園をはじめ各学校地内や通

学路などで身近に感じることが

でき、子吉川や芋川は桜づつみ

として近く桜のトンネルが新し

い名所となる。

　長い冬の寒さに耐え、待ちに

待った暖かく明るい春を象徴し

ており、こぼれるほどに咲き誇

る花と清らかな香りは人々を和

ませる。

市 の 花
ケ ヤ キ

　代表的な広葉樹であり山地に

自生するが、昔から人家の防風

林として植えられたり、神社、

仏閣、学校のシンボルなどでな

じみが深い。材は堅く、木目も

美しく、磨けばきれいな光沢が

生じ、湿気にもよく耐える。枝

は大きく四方に広がり、根が大

地にしっかりと張り付く姿は逞

しく力強く、無限の発展を感じ

させるとともに本市発展の姿を

イメージさせる。

市 の 木
キ　　ジ

　日本の固有種で、国鳥に選定

されている。農耕地、河川敷、

草原など広く生息しており、美

しい容姿と夫婦親子の強い愛情

が、平和の原点を感じさせる。

市 の 鳥

愛称　「まなぶん」

プロフィール

○　由利牛

○　いつでもメモできるようにえんぴつとノートをもっている。

○　「見て学ぶ、読んで学ぶ、知って学ぶ」を合い言葉としている。

○　特技は自由研究、苦手なものは赤点。

＊「まなぶん」は、平成２５年、市内中学生のアイデアから生まれた

由利本荘市教育委員会のマスコットキャラクターです。

市章

由利本荘市の「由」と「本」の文字と、地域を表す「ユリの花」「ユリ根」

「ごてんまり」を図案化したもので、「人と自然が共生する躍動と

創造の都市」を表しています。
ま  ち



由利本荘市民憲章

　私たちのまちは、鳥海山の大いなる恵みを受け、高原にさ

わやかな風そよぎ、田園うるおす清流が日本海へ続く、自然

豊かなまちです。

　ここに生きる私たちは、先人が築いてきた歴史と文化を大

切にし、産業を育て活力あるまちをつくり、責任を持って未

来に引き継ぐため、この市民憲章を定めます。

　１、豊かな水と緑を守り育て、生命力に満ちた

自然との共生につとめます。　

　１、思いやりと感謝の心で助け合い、

温かな家庭と平和なまちをつくります。　

　１、すすんで心身をきたえ、健康で笑顔あふれる

明るい社会をきずきます。　

　１、ふるさとに学び、心を世界に開いて、

文化の香り高い風土をそだてます。　

　１、生きがいと誇りを持って仕事に励み、

希望に満ちた明日へ向かってすすみます。　

（平成１９年１１月１日制定）
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由利本荘市教育の振興に関する施策の大綱

〔平成２７年度～平成３１年度〕

ふるさと愛に満ち創造性あふれるひとづくり

６ つ の 基 本 施 策

１ 地域力を活かした学校づくりと学校力を活かした地域づくり

２ 進取の気性を育む学校教育の推進

３ 生涯学習の推進と地域活動の活性化

４ 芸術文化の振興と文化財保護活動の推進

５ スポーツ立市の推進

６ 教育施設等の整備と充実

平成２７年１１月

※大綱全文については５７頁に掲載

大綱策定の経緯

平成27年４月、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつつ 、地方教育行政に

おける責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携強化を図るとともに、地方に

対する国の関与の見直しを図ることを目的に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一

部が改正されました。

この改正により、教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」の設置のほか、市長が「総

合教育会議」を開催することや、市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱

を定めること（法第１条の３第１項）などが定められました。


